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熊労基発0829第2号

令和5年8月29日

各位

熊本労働局労働基準部長

(公印省略)

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について

安全衛生行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、'厚く御礼申

し上げます。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」といいます。)に基

づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘

案した就業上の措置(以下「事後措置等」といいます。)の実施について、改め

て徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を

「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」といいます。)と位置付

け、集中的・重点的な指導を行っているところです。

本年度の強化月間については、下記のとおり強化月間の取組を実施することと

しておりますので、趣旨を御理解の上、別添1から別添8のリーフレット等を活用

する等、貴下会員等に対し周知いただきますよう、お願い申し上げます。

記

1重点事項

(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底

(2)健康診断結果の記録の保存の徹底

(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保

健指導の実施

(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」

といいます。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携

(5)健康保険法(大正ll年法律第70号。以下「健保法」といいます。)に基

づく保健事業との連携

(6)平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事

業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地

域産業保健センターの活用

2取組を実施する上で.の留意点

(1)1の(1)については、健康診断の実施、有所見者に対する医師からの



聴取を徹底していただきたいこと。また、医師の意見を勘案し、必要があると

認めるときに、労働者の実情を考慮して、必要な事後措置を実施していただき'

たいこと。

さらに1の(3)については、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必

要があると認める労働者に対しては、医師又は保健師による保健指導を行うよ

う努めていただきたいこと。事後措置や保健指導を講ずるに当たっては「健康

診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日

健康診断結果措置指針公示第1号、平成29年4月14日最終改正)を十分に

考慮いただきたいこと。

なお、これらについては、労働者数50人未満の小規模事業場も含む全ての

事業場において取り組んでいただく必要があること。

(2)1の(4)については、事業者が、高確法第27条第3項の規定により安衛

法等に基づく定期健康診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特

定健康診査に相当する項目を提供することが義務となっている。また、特定健

康診査に相当しない項目についても、労働者に同意を得ることにより保険者

に対して提供可能であるが、これらを知らないこと等により、中小企業等にお

いて、医療保険者への健康診断の結果の情報提供が進んでいないといった指

摘がある。一方、こうした情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働

者の健康保持増進につながることから、令和5年7月31日付け基発0731第

1号保発0731第4号「「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事

業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について」に基づいた対

応を依頼しているところである。

また、1の(5)については、令和3年6月ll日に健保法が改正され、令

和4年1月より、特定健康診査の対象とならない40歳未満の労働者の定期健

康診断結果についても、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付け

られている。

以上を踏まえ、定期健康診断の結果の提供の義務について、別添1のリーフ

レットの活用等により、周知を行っていただきたいこと。

(3)1の(6)については、地域産業保健センターにおいて労働者数50人未満

の小規模事業場を対象として、健康診断結果についての医師からの意見聴取、

保健指導等の支援を行っていることから、小規模事業場への指導等の際は、必

要に応じてその利用を勧奨していただきたいこと。また、事業主団体等が傘下

の中小企業等に対して産業保健サービスを提供した費用を助成する「団体経

由産業保健活動推進助成金」について、事業主団体及び事業者等に周知する際

には、リーフレットめ活用等(※1)により、その利用'を勧奨していただきた

いこと。

(4)安衛法に基づく各種健康診断の結果報告については、電子申請の利用が可能

であることから、別添2のリーフレットの活用等により、その利用を勧奨して

いただきたいこと。

『(15)派遣労働者については、健康診断に関する措置義務について、派遣元・派遣

.先の役割分担がなされているため、以下の事項に留意していただきたいこと。
聖、二



ア派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による特殊健康診断の実

施状況を確認すること。

.イ派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保

存、派遣先事業場においては特殊健康診断結果の記録の保存状況を確認する

こと。

ウ派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施については、派遣元

事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施できな

い事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要である

ととから、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合は、十分に連絡

調整を行う必要があること。

(6)外国人労働者を雇用する事業者等に対して、一般定期健康診断の問診票の外

国語版(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、

ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語、クメール語、ミャンマー語、

モンゴル語)(※2)の周知を行っていただきたいこと6

3健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発

事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と併せて、以下の取組に

ついても周知・啓発を行っていただきたいこと。

(1)ストレスチェックの確実な実施、集団分析及びその集団分析結果の活用によ

る職場環境改善の推進

(2)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保

持増進のための指針公示第1号、令和5年3月31日最終改正)に基づく取組

の推進

ア地域資源の活用については、「地域・職域連携推進ガイドライン」(平成

17年3月策定、令和元年9月改訂)に基づく取組

イ運動の習慣化等による健康保持増進については、スポーツ庁のリーフレ

ット等(※3)を活用した「体力つくり強調月間」(毎年10月1日～31日)、

スポーツの日(毎年10月の第2月曜日)及び「SportinLifeコンソーシ

アム」の周知啓発

(3)職場におけるがん検診の推進

ア健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等から、がん検診の受診

勧奨(※4)

イ特に、女性従業員に対し、乳がん検診・子宮頸がん検診や婦人科等の定

期受診促進について、別添3及び4のリーフレットを活用した周知

ウ「職域におけるがん検診に関するマニュアル」(平成30年3月策定)

を参考にしたがん検診の実施

工別添5のリーフレットを活用した、がん対策推進企業アクションの周知

(4)女性の健康課題に関する理解の促進

ア別添6のリーフレットを活用した、産業保健総合支援センターにおける人

事労務担当者・産業保健スタッフ向けの女性の健康課題に関する専門的研

修及び女性の健康課題に関する相談窓ロの周知



イe一ヘルスネットや企業や働く女性向けに健康管理に関する情報を提供し

ている「働く女性の心とからだの応援サイト」の活用

ウ別添7の転倒災害防止に向けたリーフレットを活用した骨粗懸症検診の受

診勧奨

(5)眼科検診等の実施の推進

アアイフレイルチェックリスト(※5)や6つのチェックッール(※6)を

活用した眼のセルフチェックの推進

イ転倒等の労働災害の原因ともなっている視野狭窄を含む緑内障等の眼科疾

患を予防し、早期に発見するため、40歳以上の従業員に対し,別添8のリー

フレットを活用した眼科検診(※7～9)の周知

(6)職場における感染症に関する埋解と取組の促進

ア「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年5月16日策定、令

和4年3月7日最終改訂)に基づく職域での検査機会の確保等

イ「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」(平成7年2月20[

策定、平成22年4月30日改訂)に基づく取組

ウ令和4年4月20日付け基安労発0420第1号「従業員に対する風しんの

抗体検査の機会の提供について(協力依頼)」等に基づく抗体検査の機会の

提供等

(※1)団体経由産業保健活動推進助成金のご案内(リーフレット)

h【IP1://、、、、w.mill、～,9【⊃.jP/c【}11tent/Ol)1089532.Pd「

(※2)「一般定期健康診断の問診票の外国語版」

h↓11〕s:/ノ/、v、、、、_n1}1i、v_90_ji〕//s[「/seis～ll、しlnils!lile/1)↓[11、と1/1くoき〔レしr-「〔}t【〔1〔)tl/「〔)

ud〔レu1、ijun/9、ousei/allzen/il1〔1cx.html

(※3)体力つくり国民運動(「体力つくり強調月間及びスポーツの日」ボスター等)

hllps://w、、w.mexl.9〔}.jP/sPし}rls/b-nlellu/sP{}rls/mcatei〔[P〔〕5/Iigi/1377

272.h〔111

SportinLifeプロジェクトhltps://sporlinli「e.g〔,,lp/

(※4)がん検診普及啓発ポスター

h〔〔ps://、㌧"、㌧.mlll、、.g〔,.ip/sl「/seisakunitsuiie/bunya/0000126978.htm[

(※5)アイフレイルチェックリスト

htLps://"w、、.e～e-r「aii.jP/checkiist/

(※6)6つのチェックツール:

h[IP1://L、、、L、.e]e-「rail.jp/checklist/lellkel]/

(※7)眼科検診に関する情報:

ht【ps://　、、、、.9ankaikai.o「.iP/heallh/43/lndex.hEmi

(※8)眼底検査に関する情報:

h[[ps://、、ww,Pgankai]9ai.or.jP/illf〔レ/delail/kellsindaiji.h【ml

(※9)緑内障に関する情報:

hllps://、、"、、.9arlkaikai.【〕r,jP/i]11圏〔〕/detail/91aucoma.h【mi



事業者の皆さまへ 別添1

■健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後

措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。

特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者
の健康管理を適切に講するため、事後措置の実施まで徹底してください。

〈事業場規模別健康診断及び医師意見聴取の実施割合〉

イ建呂多実ゐ極率[Olo〕

1「II〕

',11

情所見者に対する医師意見聴取率〔%〕

∩有所見者に対する医師からの意見聴取を

徹底しましょう。

∩事後措置は、医師の意見を勘案し、必要

σ
があると認めるときに、労働者の実情を

考慮して、必要な措置(就業場所の変更、

作業の転換、労働時間の短縮等)を実施

しましょう。

事業場規檬〔人〕

健診実施率医師意見聴取率

(出典:令相4年労働安全衛生調査)

「.串後措置を講ずるに当たっては「健康診断

結果に基づき事業者が講ずべき措置に関す

曝購雛灘
〈地域産業保健センターのご案内〉

地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師

を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指

導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談なとの対応をしています

ので、ぜひご活用ください。

■医療保険者1・(1から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。

r一喉険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき

保健事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいます。

り制度間の健診の重複を避け、これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健
康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられています

ので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。

.二・法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です。

∩厚生労働省では、コラボヘルス※2等の労働者の健康保持増進のための取組に要した費用に対

し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っています、、積極的にご活用ください。

賠灘籍.蟹論瑚澱緊1、鰭臨蔀描論蕪。。。。
労f輌看の予防・健原つ・くりを功果的・功率的に冥行すること、

(う嘩識省都蔀県労鵬・労働騨監督署

エイジフレンドリー補助金

のご案内はこちら

回一一回
:腎.

箇翻號
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「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について

(抜粋)

令和5年S月16日付け基安発0816第2号

1垂点事項

(1)健康診断及び事後備置等の冥施の徹底

(2)健康診断結果の記録の保存の徹底

(3)一般健康診断結果に量つく必要な労働者に対する医師又は保

健師による保健指導の冥施

(4)高齢者の医療の確保にkする法律(昭和57年法律第80号.

以下「高確法」という。)に基つく医療保険者か行う特定健

康診否・保健指導との逗携

(5)健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」とい

う。)に基つく保健事業との運挑

(6)平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健

センター事業の支援対象に閲する取扱いについて」を踏まえ

た小規模事業場における地域産業保健センターの活用

2取組を実施する上での留意点

(1)ユの(1)については、健康診断の英施、有所見者に対する

医師からの意見聴取を徹底していたたきたいこと。また.医

師の意見を勘案し、必要があると認めるときに.労働者の実

情を考鳳して、必要な事後措置を実施していただきたいこ

と。

さらに1の(3)については、健康診断の結果特に健康の

保持に努める必要があると認める労働者に対しては、医師又

は保健師による保健指導を行うよう努めていたたきたいこ

と。事後措置や保健指導を講ずるに当たっては「健康診断結

累に基づき事業者が講すへき措置に関する指針」(平成8年

10月1日健康診断結果措置指針公示第1号、平成29年4月

14日最終改正)を十分に考慮いたたきたいこと。

なお、これらについては、労働者叡50人宋満の小規榎事業場

も含む全ての事業場において取り絹んていたたく必要がある

こと。

(2)1の(4)については、率業者が、高確法第27条第31頁の規

定により麦衙法等に基つく定朋健康診断結果を求めた保険者

に対して、当該結果のうち特定健康診萱に相当する1頁目を提

供することか義務となっている。また、特定健康診査に相当

しない項目についても、労働者に同意を得ることによつ保険

者に対して提供可能であるが、これらを知らないこと等によ

つ、中小企業等において、医原保険者への健康診断の結果の

.1青報提供が進んでいないといった指嫡がある。一方、こうし

た情報提供により,コラボヘルス等か推進され、労働者の健

康保持増進につなかることから、令和5年7月31日付け基発

0731第1号保発0731第4号「「定期健康診断等及ひ特定健

康診査等の実施に係る畢業者と保険者のLEIE・協力事1頁につ

いて」の一部改正について」に基づいた対応を依頼している

ところである。

また、1の(5)については、令和3年6月11日に健保法

が改正され、令和4年1月より、特定健康診Aの対象となら

ない40歳未満の労働者の定朋健康診断緒果についても、保険

者から求められた場合の提供が專業者に義務付けられてい

る。

以上を踏まえ、定期健康診断の結果の提供の義務につい

て、別添1のリーフレットの活用等によD、周知を行ってい

たたきたいこと。

(3)1の(6>については、地域産業保健センターにおいて労働

者数50人未満の小規模事業場を対象として、健康診断結果に

ついての医師からの愚見聴取、保健指導等の支援を行ってい

ることから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応して

その利用を勧奨していただきたいこと。また、事業主団体等

か傘下の中小企業等に対して産業保健サービスを提供した費

用を助成する「団体経由産業保健活動推進助成金」にっい

て、事業主団体及び畢業者等に周知する際には、リーフレッ

トの活用等によつ、その利用を勧奨していただきたいこと。

(4>麦衛法に基づく各種健康診断の結聚報告については.電子申

請の利用が可能であることから.別添2のリーフレットの活

用等によF)、その利用を勧奨していたたきたいこと。

(5)派遣労働者については、健康診断に関する播置護務につい

て、派迅元・派迂i先の役刮分担がなされているため、以下の

扇項に留意していただきたいこと。

ア派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による

特殊健康診断の翼施状況を確認すること。

イ派退元事業場においては一股健康診断及ひ特殊健康診断

結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊健康診断

結果の記録の保存状況を確認すること。

ウ派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施に

ついては、派遜元事業場にその義務が課ぜられているが、「

派遇先串業場てなければ実施てきない事項等もあF)、派遇1・

元事業場と派遣先事業場との十分な連挽が必要てあること[
から、両事業場の連携か十分でない事案を把握した場合「.

は、十分に連絡調整を行う必要かあること。1

(6)外国人労働者を雇用する事業者等に対して、一般定朋健康診.

断の問診票の外国語版(英語、中国語,韓国語.スベイン

語、ボルトカル語.インドネシア語、ベトナム語、タ力ロク

語、タイ語、ネハール語、クメール語、ミャンマー語、モン.

ゴル語)の周知を行っていただきたいこと.

3健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発

事業場における産業保健の推進を図るため、里点事項と併ゼ

て、以下の取組についても周矩・啓発を行っていただきたいこ

と。1

(1)ストレスチェックの確冥な実施、集団分析及びその集団分析1・

結果の活用による職場環1見改善の推進1
(2)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭1

租63年健康保持増進のための指針公示第1号.令相5年3月…

31日最終改正)に基づく取組の推進1
ア地域資源の活用について1よ「地域・職域連携椎進力イ2

ドライン」(平成17年3月策定.令和元年9月改訂)に基.

つく取組

イ運動の習慣化等による健康保持増進については、スホー

ツ庁のリーフレット等を活用した「体力つくり強調月間」

(毎年10月1日～31日)、スボーツのE(毎年10月の第

2月曜日)及ひ「SportInLireコンソーシアム」の周知啓
発

(3)職場におけるがん倹診の推進:
ア健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機閾等から、1

がん検診の受診勧奨

イ特に、女性従業員に対し、乳がん検診・子宮頸かん検診1

や婦人科等の定期受診促進について、別添3及ひ4のリー1
フレットを活用した周知1

ワ「職域におけるがん検診に関するマニュアル」(平成301
年3月策定)を参考にしたがん検診の実施ト

工別添5のリーフレットを活用した.がん対策推進企業ア.

クションの周知;

(4)女性の健康課題に関する理解の促進

ア別添6のリーフレットを活用した、産業保健総合支援セ

ンターにおける人事労務担当者・産業保健スタッフ向け

の女性の健康課題に開する專門的研修及ひ女性の健康課

題に関する相談窓ロの周知:
イe一ヘルスネットや企業や働く女.1生向けに健康菅王里に関す

ト

る情報を提供している「働く女性の心とからたの応援サ [

イト」の活用1

ワ別添7の転倒災筈防止に向けたリーフレットを活用した1.

骨粗霜症検診の受診動奨1、
(5)眼科検診等の芙施の推進…:

アアイフレイルチェックリストや6つのチェックツールを1・

活用した眼のセルフチェックの推進國

イ転倒等の労働災害の原因ともなっている視野狭窄を含む`

緑内障等の眼科疾患を予防し、早期に発見するため、40!

歳以上の従業員に対し、別添8のリーフレットを活用した1:
眼科検診の周知1:

(6)職場における感染症に関する理解と取組の促進1
ア「肝炎対策の推進に開する基本的な指針」(平成23年51

.糠講簾鷺講1瓢i
成7年2月2°日疑・平成22年4月30日改訂)1こ基づく1
取組i
令和4年4月20日付け基安労発0420第1号「従業員に対[:

ウ
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1鱗欝馨縫緯捲携鄭3卑織凝犠鍵繍渉.

癒矯署寧請纐麟　擢旗

4

男動巽主厨垂広券の手湧のうぢ

・網姦嚇窯乞茜繍惣脇跡曲と弱激叢蟷・・
剥弓り9の扇』:r刀・瑠子≡f」コ葡で葦ヨr亨.

、皐斜一噛L

☆

☆
☆

☆

総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

定期健康診断結果報告

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

労働安全衛生法に基づく免許証の新規交付申請/再交付申請/

書替え申請/更新申請 注)顔写真等を別途郵送する必要があります。

足場/局所排気装置等の設置・移転・変更届
(労働安全衛生法第88条に基づく届出)

有害物ばく露作業報告

労働者死傷病報告

特定元方事業者の事業開始報告

ボイラー・第一種圧力容器の構造検査・溶接検査・落成検査申請

クレーンの落成検査申請

移動式クレーンの製造検査申請

特定化学物質、有機溶剤等の特殊健康診断結果報告

☆印の手続は、電子申請を行うと手数料が割引になります。
・詳しくは、労働基準監督署又は都道府県労働局にお問い合わせください。 鋒

上記のほか、労働安全衛生関係法令の電子申請が可能な届出等はこちらをご参照ください。

URL:http:〃www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-

Roudoukijunkyoku/denshi.×lsx

電子申請の詳しい操作方法は、パンフレット「労働基準法、最低賃金法等の届出等は、電子申

請が便利です1」に掲載していますので、ご覧ください。

パンフレット掲載先:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunYa/OOOO184033.htm【

(う厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 (H3011
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ぴとくら　　みら　　ヒむドコめに

(う礁鴬鮪 がん対策推進企業アクション

零;ll:∴.侮
(

臥、'……距

羅

・=`

メ

5なノ:愛1'る豪をs・.'6'・1.

今年も行二う、かん検診

像ん対簾唯選

翼アクヲヨン

t'へ置「頸耀S£圓ア7,1.F噛S'噛.トナ.?■

登録証

L囁

胃■胃・5.rt'LF.層■■曜F'.¶昌F■.

:.1く・う町て,●

亨irtJl8tit甲¢†1アー1;S†」て7レヒ.ト3E1〔trx-　ナー並1'」正をLI三リLし.「

止莚口士の憶押マ憶.r〒1.コ漕7、峠了

函弓博苛πL:・11itlfft・N(・.・.叱Lてお届け

笥～II』!,ilI:よう2・711、・,コ雪/臼・」冊11ア

∵圃

lbuTL】1}uτち,馬昂∵判1ド己主'.湖虐

b
1
1
6
°

じ
ト

ド
"
渚

ー
い

←
ぬ

る

"
・

「
に

討
し

ζ
砥

7
"
」

止
噸

"

守
る
^
め
仙
妬
的
に
取
'
-
州
」
れ
.
・

L
り

.
τ

ハ
努

わ
に

放
自

.
'
・

に
,

も
・

冒
て

動
り

」
イ

」
ζ
・
=
「
に
訴
島
、
°
「
ρ
く
,
～

号
け

取
浄

淘
-
俊

良
'
ゆ

・
亨

一
i
て

夜
軌

い
ゐ

し
」

↓

℃
」

塾
F
°

.
・

昌
「

「
,
°

」
囲

9
°

°
7
、

●
呪

昌
,
」

!
i

}こ表
.
1

彰

状

取

こ」「

、6㍉

かノ、.対不1,積卜至・rc,LllXlこ」.tJ:・コ1隈あu ・卜↓一;、亘,Lて中IIlf主P/一,"「1「う'「.了:の;一.:'「を1・]てコて↑、望料r「・.玉講τ…・tす1

厚生労働省が実施する各種対策の中で、職域がん対策に特化した国家プロジェクトです。

東京大学の中川先生をアドバイザリーボードの議長として、令和5年で15年目を迎え、

現在では規模を問わず約5,000の企業・団体がパートナー登録しています。

登録・月額など費用は一切かかりません。

'°1L.

2人に1人ががんになると言われている、がん大国である日本において、

定年の延長や女性の社会進出を背景として、「働く世代」でがんに罹患する方が増えています。

これは企業経営においても見過ごすことの出来ない重要な問題であり、

職域がん対策については、様々な対策の整備も進んでいます。

e一ラーニングの利用、研修会や意見交換会への参加、YouTube動画などの啓発ツールの活用など、

様々なコンテンツが無料でご利用いただけます。また医師・専門家による最新情報も毎月お届けします。

ぜひ大切な社員をがんから守るため「がん対策推進企業アクション」へご登録ください。
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事業者、人事労務担当者の皆様、

産業医・産業看護職等の産業保健スタッフの皆様へ
別添6

全国47都道府県に設置されている産業保健総合支援センターでは、

産業保健の専門家か以下の支援に取り組んでいます.ぜひご活用くたさい,

女性特有の健康課題に関する研修

を実施しています

月経関連疾患などライフステーシに応じた女性の健康課題について正しく

理解し、働く女性に対して適切に配慮(婦人科等を受診する場合の特段の

配慮や相談しやすい職場環境の整備等)する

ことか重要です.

事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフ

向けに研ll多を実施していますので、ぜひ受講

してください,

職場における女性の健康に関する

ご相談に応じます

産業保健総合支援センターの保健師が中心となり、職場における女性の健

康に関するご相談に対応いたします、

より専門的なご相談については、性と健康の相

談センターにご案内するなど、産業保健総合支

援センターの保健師が連携コーティネーターと

して支援を行います,

労働者個人の方、事業者の方からのご相談を受

け付けています。

〈ホームヘーシのご案内〉

各種研修・セミナーは、各都遵府県の産業保健総合支撲センターの

ホームヘーシからお申込みいたたけます

httpswww10hasgolpshlsetsL」tabid578defau1しasp× 購



その他女性の健康支援に役立つツール

●働く女性の心とからだの健康応援サイト(厚生労働省)

女性が健康で働くために職場で

どのようなことに取り組んだら

いいのか、様ノマなヒントが掲載

されています。

企業の取組事例なども紹介して

います。

httpswwwboser-navimhlwgoIP

」齋剛盛1
「髪師ら冨9」cdX

「,τL!Et〕hとメ1

●女性の健康推進室ヘルスケアラボ(厚生労働省研究班監修)

すべての女性の健康を推進する

ために、ライフステージに応じ

た心身の変化や、女性特有の病

気に関するII青報、セルフチェッ

クなどについて紹介しています。

https.w-health.jP

羅
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●不妊予防支援パッケージ(内閣府・文部科学省・厚生労働省)

生涯にわたる女性の健康を包括的に支援することを通じ、不妊予防に向

けた取り組みを推進するため、関係省庁とが連携し、不妊予防支援バッ

ケージを公表しています。

https'www.mhlwgolpcontentlO901000000825095pdf 羅
(う厚生労働省・者随府県労働局・労{動基準監罷 (R58)
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畏目の健康で転倒防止を

それ以外一

交通事故

(道路)一

激突一

切れ・/
こすれ

転倒

27%

/
はさまれ・

巻ぎ込まれ動作の反動・
無理な動作

墜落・転落(腰痛など)

※令和4年全産業における休柴4日以上の死傷者数・⊂o>ID-19にSE,{・ので「J'kl

繭,継賑、

あ
〈ンー

転倒労働災害による

平均休業見込日数は

48日
出卿厚主労吐1♂i労幽1'L'Jt"e『L宥桐4年〕

潟i賦「幽、.

視力0.5未満の人は要注意!
0

視力低下
(視力0.5未満)

杖や歩行器を

使用

転倒歴がある1

女性rI1.1

加齢(1年).1

5

13.9倍

3.8

2.8

10

対象:同じ病室、同じヘッドに入院している患者72名

Ka～ugaT,etJI⊂nn」Opht1,nini?11CI17

'1・銘1Li灘,

運動や目の検査・治療などで

転倒リスクが大幅減に
(比率)

霧i83%測
.'t'こ・,.,1-d

-'一.ii,撃一1:(_51[…I

通常運動をした人運動、視力検査、

目の治療をした人

対象:世界で実矩された54の無作為化比較試験を・元台した研究

(メタアナリシス41,596名)

T"く⊂∩A⊂,C・〔oljAklA2∪17

視力は、仕事や日常生活に欠かせない

大切なものです。でも、目の健康は、

視力だけでは判断できません。
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'◎鍵選墨獣i縄有'ゴ緯三'祖{1」tttttt...t一嚢箆
上位の疾患は、初期段階では視力が良く、、

症状もありません。え、っ

その他へ

緑内障

視覚障害の≡`,,げ=

原因疾患近視の人は._▲
特に注意!:F-nI黄斑変性ゴ

糖尿病網膜症ゴー朧素変性.
MatobaR,eヒol.JpnjOphthelmol202E

識灘鱗舶婁・團講錨鍵照∫1写:藁濤1駕'臣惣・幽魏..。"1

緑内障は自覚症状のないまま、視野が欠けていく病気です

r:・'轡亨箋匿霞誓署讐1ま
後期触できません・
視力は良好ですが、

下方の視野欠損1ま転倒につながります。

、一堀.・1
ノロ　

一一.二L,.,.曇.粟

..君

初期'
自覚症状は

ほとんどありません

昌}1「'

胃一・・譜耳1

臨!、`郵・、
中期
自覚症状がない方も

多くいます
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視野は欠けていない?

「クロックチャート」

6

↑

画面のイモムシが

消える位置が盲点1

〈パソコンのみ対応〉

線がゆがんで見えていない?

「アムスラーチャート」

〈パソコン・スマホで対応〉

「アイフレイルセルフチェックツール」で検索orこちらから

片目ずつ

チエック

します!
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